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登 録 日 令和元年６月３日 

名 称 社会福祉法人三峰会 

代表者職名・氏名 理事長 風呂井 敬 

所 在 地 〒８９９－７３０１ 

曽於郡大崎町菱田家戸原３０６３ 

電 話 ０９９－４７７－０３７２ 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ ｱﾄﾞﾚｽ http://www.kaiseien-sanpokai.jp/ 

業 種 医療・福祉 

業 務 概 要 高齢者福祉 

行 動 計 画 期 間 令和 6 年４月１日 ～ 令和 9 年３月３１日 

行 動 計 画 の 

主 な 内 容 
目標１）令和５年８月に導入した「小学校就学前の子を持つ職員が，希望す

る場合に利用できる短時間勤務制度」について法人全体への周知及

び取得率の向上を図る。 

〈対策〉 

・令和 6 年 ４月～ 制度について四半期に適宜，文書での啓発及び季刊誌「回 

生園だより」での周知を図る。 

・令和 6 年 12 月～ アンケート調査を実施して，利用率の高い時間設定の検 

討，改善を行う 

目標２）全職員に対し育児に係る諸制度をわかりやすく周知し，さらに当該

職員が利用しやすい職場環境づくりを行う 

〈対策〉 

・令和 6 年 4 月・10 月～ 各年度上期・下期に法人研修及び文書にて育児休 

業取得促進のため全職員に対する諸制度の啓発に 

努めるとともに加えて管理職層の理解促進に努め 

る。 

・各年度末        諸制度を改正したときは，簡潔にまとめて研修会， 

委員会，文書，掲示にて周知，啓発に努める。 

目標３）年次有給休暇の取得促進を図る。 

〈対策〉 

・令和 6 年 4 月(毎年度) 新年度開始月(4 月)及び 10 月期に全職員に対し有 

給休暇取得促進の通知及び掲示を行う 

・令和 6 年 8 月     取得環境を整えるため管理職層に対し，各種会議や 

文書での意識啓発を行う 

・令和７年３月     毎年度末に取得状況を分析し，現状を把握・対策を 

講じる。 


